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区分所有法改正の背景

➢ 23年ぶりの大改正

➢改正の背景
２つの老い、区分所有者の多様化、災害リスクの高まり
→老朽化建物の管理、再生の合意形成への円滑化が必要

➢施行日令和８年（2026年）４月１日施行（遡及適用）

※新区分所有法施行日前に、旧区分所有法の規定により総会招集
手続きされた集会は、旧法が適用

※新区分所有法に抵触する規約は、施行日において無効
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1 区分所有者の責務
➢区分所有者は、第3条に規定する団体の構成員として、建物並びに敷地及び附属
施設の管理が適正かつ円滑に行なわれるよう、相互に協力しなければならない。

（新区分所有法５条の2）

※参考
➢マンション管理適正化法第5条第2項

マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員と
しての役割を適切に果たすように努めなければならない。

➢旧標準管理規約20条（区分所有者の責務）
区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、
常に適正な管理を行うよう努めなければならない。
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2 集会決議の円滑化
（1）所在等不明区分所有者を決議の分母から除外する制度（除外決定）

【課題】所在等不明の区分所有者の存在が円滑な決議を阻害
▼

➢所在等不明区分所有者がいる場合、裁判により決議の分母から除外
できる制度

➢所在等不明区分所有者とは、必要な調査を尽くしたうえで、区分所有者
を知ることが出来ず（相続人全員の相続放棄等）、又はその所在を知る
ことが出来ない区分所有者

➢請求権者 管理者・管理組合法人・一般区分所有者
➢すべての決議が対象（建替え・解消決議を含む）
➢除外決定後は、招集通知を送らなくてよい

6



2 集会決議の円滑化
（2）出席者の多数決による決議
【課題】決議に参加しない無関心な区分所有者の存在が円滑な決議を阻害

▼
➢定足数は、普通決議以外、区分所有者及び議決権の各過半数（管理規約の特別決議の
定足数は無効）

➢出席者多数決が採用された主な決議事項
・普通決議
・共用部分の変更決議 （その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く）
・復旧決議
・規約の設定・変更・廃止の決議
・義務違反者に対する使用禁止請求、競売請求決議、引渡し等の請求決議
決議要件は、18ページ参照

➢招集通知には、「会議の目的」のみではなく「議案の要領」が必要
➢建替え等区分所有権の処分を伴う決議は対象外
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3 マンションなどの特化した財産管理制度
（1）所有者不明専有部分管理制度

【課題】所在等不明区分所有者の専有部分は適切に管理されず、建物の
管理に支障

▼
➢必要な調査を尽くしたうえで、区分所有者を知ることが出来ず（相続人
全員の相続放棄等）、又はその所在を知ることが出来ない場合、利害
関係人が裁判所に申し立てる

➢利害関係人 管理者・管理組合法人・他区分所有者・専有部分の購入
予定者・空き家の場合の地方公共団体等が考えられる

➢管理及び処分する権利は管理人に専属する
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3 マンションなどに特化した財産管理制度
（2）管理不全専有部分管理制度

【課題】区分所有者による適切な専有部分の管理がされないことで周囲に
危険が及ぶおそれ

▼
➢区分所有者による専有部分の管理が不適当であることによって他人の権利
または法律上保護されるべき利益が侵害され、または侵害されるおそれが
がある場合において、利害関係人が裁判所に申し立てる

➢利害関係人 専有部分の管理不全により権利利益の侵害を受けるおそれ等
がある他の区分所有者・管理者・管理組合法人・近隣住民等が考えられる

➢管理及び処分する権利は管理人に専属しない
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3 マンションなどの特化した財産管理制度
（3）管理不全共用部分管理制度
【課題】区分所有者による適切な共用部分の管理がされないことで周囲に

危険が及ぶおそれ
▼

➢共用部分の管理が不適当であることによって他人の権利または法律上
保護される利益が侵害され、また侵害されるおそれがある場合において
利害関係人が裁判所に申し立てる

➢利害関係人 共用部分の管理不全により被害を受けるおそれ等ある近隣
住民や区分所有者が考えられる

➢管理及び処分する権利は管理人に専属しない
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4 専有部分の保存・管理の円滑化
（1）国内管理人
【課題】区分所有者が国内に住所を有しないケースが増加

海外にいる区分所有者と連絡がつかないことがあると建物の管理に支障
▼

➢区分所有者は、国内に住所又は居所を有せず、又は有しないこととなる場合には、
その専有部分及び共用部分の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所又は
居所を有する者のうちから管理人を選任することができる

➢国内管理人の権限
①保存行為：専有部分の水漏れに対応するなど現状を維持する行為
②利用改良を目的とする行為：専有部分の貸出し、リフォーム
③総会の招集の通知の受領
④総会における議決権の行使
⑤管理費等の区分所有者の債務の弁済

➢規約による国内管理人の選任を義務付けることは可能
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4 専有部分の保存・管理の円滑化
（2）共用部分の管理・変更と同時にする専有部分の保存・利用改良

（3）他の区分所有者の専有部分の保存請求
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➢自ら専有部分等を保存するために他の区分所有者
の専有部分につき自ら保存することを請求できるこ
とを明確化（具体例：他の区分所有者の専有部分か
らの漏水被害を受けている区分所有者が自らその配
管の補修をしようとする場合）

➢規約に特別の定めをすることにより、共有部分の
管理・変更と同時にする専有部分の保存・改良を当
該共用部分の管理・変更と同等の多数決で行うこと
が出来る制度を創設（具体例：配管の全面更新）



5 共用部分の管理・変更の円滑化
（1）共用部分に係る損害賠償請求権等の行使の円滑化

ページ33で説明

（2）共用部分の変更決議の多数決要件の緩和
【課題】共用部分の変更決議の多数決要件（3/4)を満たすことが容易ではなく

必要な工事等が迅速に行えない
▼

➢原則的な多数決割合は現行規定（3/4)を維持しつつ次の事由がある場合、
多数決割合を2/3に引き下げる
①共用部分の設置・保存の瑕疵により権利侵害のおそれがある場合（耐震性
不足・給排水管からの水漏れ等）

②バリアフリー化のために必要な場合（エレベーターの設置等）
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6 建替えの円滑化
（1）建て替え決議の要件緩和
【課題】建替え決議の多数決要件（4/5)を満たすことが容易ではなく、必要な建替えが迅速に行えない

▼
➢原則的な多数決要件は現行規定（4/5)を維持しつつ下記客観的事由がある場合、多数決要件を3/4に引き下げる
①耐震性の不足
②火災に対する安全性の不足
③外壁などの剥落により周辺に危害を生ずるおそれ
④給排水管等の腐蝕等により著しく衛生上有害となる恐れ
⑤バリアフリー基準への不適合

（2）建替え決議がされた場合の賃貸借等の終了
【課題】建替え決議がされても、賃借人の同意がない限り専有部分の賃貸借などが終了しないため、建替え

工事の円滑な実施が困難
▼

➢建替えが決議された場合、金銭補償を前提として賃貸借等を終了させる制度を創設
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7 区分所有関係の解消・再生の円滑化
（1）多数決による建物・敷地売却や建物の取り壊し等
【課題】建物・敷地一括売却や建物の取り壊し等を行うには、区分所有者の全員の同意が必要であり

事実上困難
▼

➢建替えと同等の多数決により可能となる下記制度を創設
①建物・敷地の一括売却
②建物を取り壊したうえでの敷地売却
③建物の取り壊し

（2）多数決により一棟リノベーション工事（建物の更新）
【課題】既存躯体を維持しながらすべての専有部分を含む建物全体を更新して、実質的な建替えを

実現する「一棟リノベーション」が技術的に可能となっているが、区分所有者の全員の同意
が必要であり、事実上困難

▼
➢建替えと同等の多数決により一棟リノベーション（建物の更新）を可能とする制度を創設
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8 団地の再生の円滑化
（1）一括建替え決議の要件緩和
【課題】団地内建物の一括建替え決議の全体要件（団地全体の4/5)・各棟要件（棟ごとの2/3）を

満たすのが容易でなく、必要な一括建替えが迅速に行えない
▼

➢全体要件の緩和 すべての建物に一定の客観的事由がある場合には、全体の３/４に引き下げる
➢各棟要件の緩和 いずれかの棟で建替えに反対する者が１/３を超えない限り、一括建替えが

できることとする

（2）一部建替え承認決議の要件緩和
【課題】団地内の一部建物の建替えの際の敷地共有者による建替え承認決議の要件（3/4) を

満たすことが容易ではなく、必要な建替えが迅速に行えない
▼

➢建替え対象の建物に一定の客観的事由がある場合には、2/3に引き下げる（出席者多数決）
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9 被災区分所有建物の再生の円滑化

（1）建替え・建物敷地売却決議等の多数決要件の緩和
【課題】建替えなどの被災区分所有建物の再生等に係る決議の要件が厳格で、必要な行為

が迅速に行うことができず、早期の復旧を阻害するおそれ
▼

➢多数決要件をいずれも2/3に引き下げる

（2）被災区分所有法に基づく決議可能期間の延長
【課題】被災所有建物の建物敷地売却決議等が可能なのは１年に限られるなど、同法の

決議をするための準備が困難
▼

➢決議可能期間を６年を超えない範囲内で政令で定める期間内とする
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決議の多数決要件の緩和に関する対照表
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マンション標準管理規約改正の概要①
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マンション標準管理規約改正の概要②

21



マンション標準管理規約改正の概要③
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総会決議における多数決要件の見直し
①出席者多数決による特別決議
➢特別決議(区分所有権の処分を伴うものを除く)の決議要件を「組合員総数及び議決権総数の
各４分の３以上」から「総会に出席した組合員及びその議決権の各４分の３以上」に変更

※ 復旧決議は「総会に出席した組合員及びその議決権の各3分の2以上」
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総会決議における多数決要件の見直し
②総会定足数の見直し
➢基本の総会定足数を議決権総数の「半数以上」から「過半数」に見直し
➢「特別決議」を行う場合の総会の定足数は（組合員総数及び議決権総数の各「過半数」）を規定
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総会決議における多数決要件の見直し
③共用部分の変更に係る決議などの多数決要件の緩和
④マンション再生決議の多数決要件の見直し
③➢バリアフリー化による共用部分の変更等に係る決議の多数決要件を3/4から2/3に緩和

④➢新たなマンション再生手法である更新・売却・取壊しを行う場合の多数決要件を規定
➢客観的な事由が認められる場合のマンション再生に係る決議の多数決要件を4/5から3/4に緩和
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総会決議における多数決要件の見直し
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総会決議における多数決要件の見直し
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総会決議における多数決要件の見直し
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総会招集時の通知事項などの見直し
➢総会招集時の通知事項として、全ての議案について「議案の要領」を示すよう規定を見直し
➢共用部分の変更に係る決議及びマンション再生決議について、多数決要件が緩和される場合には
通知事項とする

➢緊急に総会を招集する際の通知の発送について、最短期間を「５日間」から「１週間」に変更

緊急に総会を招集する際の通知の発送について、最短期間を「５日間」から「１週間」に変更
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総会招集時の通知事項などの見直し
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総会招集時の通知事項などの見直し
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総会招集時の通知事項などの見直し
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共用部分等に係る損害賠償請求権等の代理行使
➢理事長が、区分所有者及び区分所有者であった者の損害賠償請求権等の代理行使をできる旨の規定を創設
➢損害賠償請求権等の行使を理事長による一元的な行使のみに限定
➢区分所有権を譲渡した際に、区分所有法第26条第２項の別段の意思表示を行わないこととする規定を創設
➢損害賠償金等の使途を制限する規定を創設

33



共用部分等に係る損害賠償請求権等の代理行使
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共用部分等に係る損害賠償請求権等の代理行使
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共用部分等に係る損害賠償請求権等の代理行使
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区分所有者の責務
➢区分所有法においても「区分所有者の責務」が規定されたことに合わせ、標準管理規約における
規定を見直し
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各マンションにおける管理規約の変更手続きについて①
➢各マンションの管理規約の規定について、改正区分所有法（改正法）の規定に抵触するものは、
改正法の施行日（令和8年4月1日）以降、効力を失う

➢規約変更手続については、規約の改正を決議する総会の招集手続きの開始日により方法が異なる
➢施行日以降に招集手続きが開始された総会において、改正法の規定に基づく手続きが必要
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各マンションにおける管理規約の変更手続きについて②
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各マンションにおける管理規約の変更手続きについて③

41



1 区分所有法の改正の背景
2 区分所有法改正の主な改正内容
3 マンション標準管理規約の主な改正内容
4 各マンションにおける管理規約の変更手続き
5 改正マンション標準管理規約に関する主な質問

42



改正マンション標準規約に関する主な質問

Q 管理規約の改正は必ず行う必要がありますか

Q 管理規約改正は、いつ行えばいいですか

Q 改正作業負担が大きいのですが、部分改正でもいいですか

Q 管理規約改正の流れについて教えてください

Q 管理規約改正において相談先を教えてください
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ご清聴ありがとうございました

（参考資料）国土交通省 令和７年マンション関係法の改正概要
国土交通省 令和７年マンション標準管理規約改正
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